
 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
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労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
案
要
綱

第
一

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
五
条
及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
業
務
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
労
働
者
派
遣
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
時
の
医
療
施
設
を
労
働
者
派
遣
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
病
院
等
に
加

え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


